
匹
で
匪

　
　
別
府
と
政
府
密
偵
暗
殺
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
出
町
　
佐
　
藤
　
　
節

　
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
　
一
〇
月
二
四
目
、
国
東
、
速
見
、
大
分
、
直
入

郡
の
肥
後
著
預
け
地
六
九
村
三
新
田
の
日
田
県
引
渡
し
が
終
っ
た
。
幕
末
、

尊
王
攘
夷
運
動
の
高
ま
り
の
中
で
、
第
二
次
長
州
戦
争
に
幕
府
軍
が
敗
れ
る

と
、
天
領
日
田
の
郡
代
窪
田
治
郎
右
衛
門
は
、
警
備
の
手
薄
に
不
安
を
感
じ

て
日
田
よ
り
遠
い
天
領
の
村
々
を
、
強
力
な
大
名
に
預
け
守
ら
せ
る
よ
う
幕

府
へ
上
申
し
た
。

　
翌
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
二
月
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
六
九
）
以
来
、

島
原
著
の
預
け
地
に
な
っ
て
い
た
別
府
の
村
々
は
、
鶴
崎
に
領
地
の
あ
る
肥

後
著
預
け
地
と
な
っ
て
い
た
。

　
慶
応
四
年
関
四
月
一
三
日
、
明
治
政
府
の
樹
立
に
よ
っ
て
下
毛
、
日
田
、

玖
珠
郡
の
天
領
は
長
崎
裁
判
所
（
当
時
は
行
政
機
関
）
管
内
に
編
入
さ
れ
、

つ
い
で
関
四
月
二
七
日
の
政
体
書
公
布
に
よ
っ
て
「
日
田
県
」
が
設
置
さ
れ

た
。
初
代
日
田
県
知
事
に
は
、
薩
摩
藩
士
根
方
正
義
（
註
Ｉ
）
が
任
命
さ
れ
た
。

誕
生
当
時
の
日
田
県
は
、
豊
後
日
田
郡
七
九
村
、
玖
珠
郡
三
二
村
、
豊
前
下

毛
郡
二
村
、
筑
前
恰
上
郡
六
か
村
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
八
月
二
Ｉ
目
、
豊
前
、

豊
後
の
天
領
で
諸
著
に
預
け
地
と
な
っ
て
い
た
村
々
が
、
日
田
県
に
編
入
さ

れ
た
。
こ
の
と
き
、
別
府
の
村
々
も
新
政
府
直
轄
の
日
田
県
と
な
っ
た
。

　
肥
後
藩
兵
の
引
き
揚
げ
に
よ
っ
て
防
備
が
手
薄
に
な
っ
た
日
田
県
で
は
、

大
分
郡
光
吉
村
の
庄
屋
・
首
藤
周
三
を
郷
兵
取
立
方
に
命
じ
、
兵
隊
を
編
成

す
る
こ
と
に
し
た
。
首
藤
周
三
は
、
変
名
を
光
吉
光
太
郎
と
い
い
鶴
崎
の
儒

学
者
毛
利
空
桑
や
日
田
の
咸
宜
園
に
学
び
、
勤
王
の
志
上
長
光
太
郎
（
三
州
）

一
家
を
潜
伏
さ
せ
た
罪
に
問
わ
れ
、
慶
応
二
年
八
月
、
日
田
で
入
獄
。
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
の
後
払
勉
さ
れ
ヽ
枚
方
知
事
に
登
用
さ
れ
て
ヽ
別
府
港
の
築
港

第
一
次
計
画
を
も
手
が
け
て
い
る
。

　
明
治
二
年
正
月
五
目
、
日
田
県
よ
り
別
府
村
の
主
た
っ
た
者
に
対
し
、
壮

年
の
者
は
「
郷
兵
」
に
な
る
よ
う
通
達
が
あ
っ
た
。
翌
六
日
に
は
、
南
石
垣

村
の
屋
田
欣
之
助
ら
が
調
練
の
た
め
、
日
田
へ
出
か
け
て
い
る
。
翌
二
月
に

は
隊
命
を
枚
方
知
事
の
名
前
を
と
っ
て
「
正
義
隊
」
と
し
、
三
月
末
ま
で
に

は
隊
員
五
〇
名
ほ
ど
の
編
成
を
終
え
た
。
正
義
隊
の
本
営
は
西
法
寺
に
お
き
、

隊
員
に
は
、
ラ
イ
フ
ル
銃
、
ド
ウ
ラ
ン
（
胴
乱
、
弾
入
れ
袋
）
、
皮
帯
な
ど
が

貸
し
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
「
庄
屋
役
宅
日
記
」
（
鉄
輪
村
、
佐
藤
庄
屋
）
に
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
田
県
別
府
役
所
に
は
、
郷
兵
五
名
が
詰
め
て
警
備
に

当
っ
た
。
昭
和
八
年
刊
の
『
別
府
市
誌
』
に
は
、
当
時
の
歌
と
し
て

　
十
日
稽
古
の
調
練
は
／
笛
太
鼓
に
ラ
ッ
パ
に
ダ
ン
ブ
ク
ロ
／
草
鮭
も
あ
れ

　
ぱ
靴
も
あ
る
／
一
小
隊
だ
け
進
め
跳
び
／
草
臥
れ
て
夕
方
は
／
鉄
砲
か
た

　
げ
て
千
鳥
足

　
と
い
う
俗
謡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
元
年
一
〇
月
、
会
津
若
根
城
が
落
成
。
翌
二
年
六
月
、
函
館
五
稜
郭

が
開
城
し
て
心
ｗ
訟
戦
争
が
終
わ
る
と
ヽ
明
治
維
新
の
新
体
制
へ
の
確
立
が
整

備
さ
れ
は
じ
め
る
。
明
治
二
年
六
月
の
版
籍
奉
還
・
諸
務
変
革
の
達
・
職
員

令
の
発
布
は
藩
体
制
を
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。
旧
藩
主
は
知
藩
事
と
し
て
新

政
府
任
命
の
一
地
方
官
と
な
り
、
行
政
官
職
は
大
参
事
・
小
参
事
と
し
て
、

府
藩
県
と
も
に
統
一
さ
れ
た
。
藩
の
組
織
の
改
革
、
財
政
の
改
革
、
家
臣
団

の
俸
禄
の
切
下
げ
と
改
革
は
急
務
で
あ
っ
た
。
藩
体
制
改
革
の
柱
は
各
藩
の

兵
制
の
改
革
で
あ
り
、
現
石
一
万
石
に
つ
き
一
小
隊
と
さ
れ
た
改
革
に
、
諸

藩
は
余
剰
の
人
員
の
整
理
に
苦
し
ん
だ
。

　
明
治
維
新
の
中
核
と
な
り
、
戊
辰
戦
争
を
戦
っ
た
「
長
州
藩
」
に
は
、
正

規
の
藩
士
以
外
の
農
民
、
力
士
、
猟
師
、
山
伏
、
神
官
、
僧
侶
か
ら
女
性
に
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よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
諸
隊
が
数
多
く
あ
っ
た
。
慶
応
元
年
三
月
、
整
理
統
合

さ
れ
小
隊
と
な
っ
た
こ
れ
ら
諸
隊
は
、
同
三
年
二
月
に
は
、
大
隊
編
成
と
し
、

「
奇
兵
隊
」
「
遊
撃
隊
」
「
整
武
隊
」
「
振
武
隊
」
「
建
武
隊
」
「
鋭
武
隊
」
の
六

隊
と
な
っ
た
。
こ
の
外
、
正
規
の
農
兵
を
加
え
、
明
治
維
新
を
戦
っ
た
長
州

藩
の
総
兵
員
は
約
四
千
人
と
い
わ
れ
て
い
る
（
『
防
長
回
天
史
』
）
。

　
明
治
二
年
一
〇
月
、
長
州
農
は
、
常
備
兵
を
千
五
百
人
と
し
、
兵
の
精
選

を
は
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
遊
撃
隊
の
中
堅
幹
部
で
あ
る
筒
導
（
横
隊
に
編

成
さ
れ
た
部
隊
の
両
翼
を
固
め
る
役
）
三
人
が
、
上
官
の
弾
勅
書
を
提
出
し

た
。
隊
の
規
則
が
乱
れ
、
人
心
が
動
揺
し
て
い
る
の
は
、
長
官
の
私
曲
（
不

正
）
　
の
所
業
に
よ
る
も
の
と
し
て
一
二
か
条
の
項
目
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
う

し
て
遊
撃
隊
は
、
結
束
し
て
人
員
の
精
選
を
拒
ん
だ
。
そ
こ
で
軍
当
局
は
、

遊
撃
隊
を
常
備
軍
の
編
成
か
ら
除
外
し
た
。
怒
っ
た
遊
撃
隊
で
一
八
五
人
が

武
器
を
持
っ
て
山
口
か
ら
瀬
戸
内
方
面
へ
走
っ
た
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
奇
兵

隊
二
五
八
入
、
整
武
隊
二
七
五
人
、
振
武
隊
二
〇
二
人
、
鋭
武
隊
一
七
一
人

を
は
じ
め
、
不
満
分
子
が
集
り
約
二
千
人
に
の
ぼ
る
脱
隊
兵
が
反
乱
を
起
し

た
の
で
あ
る
。

　
脱
隊
兵
の
要
求
の
一
つ
は
、
「
洋
式
兵
制
」
へ
の
反
対
で
あ
る
。
諸
隊
成
立

当
時
か
ら
の
攘
夷
と
い
っ
た
体
質
を
、
全
く
捨
て
去
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
幕
末
以
来
の
諸
外
国
と
の
交
渉
の
な
か
で
、
上
層

部
は
す
で
に
攘
夷
思
想
を
脱
部
し
て
「
開
国
、
新
文
明
の
吸
収
へ
の
道
」
を

歩
き
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
新
政
府
の
高
官
と
な
っ
て
い
た
木
戸
孝
允
は
、
急
ぎ
帰
藩
し
て
脱
隊
兵
の

鎮
圧
に
あ
た
り
、
暴
動
の
中
心
人
物
三
五
人
を
捕
え
た
。
脱
隊
兵
一
三
三
人

を
死
刑
と
し
た
が
、
か
な
り
の
も
の
が
藩
外
へ
逃
亡
し
た
。
そ
れ
が
ま
た
各

地
で
事
件
を
起
す
の
で
あ
る
（
註
２
）
。

　
明
治
二
年
二
月
、
肥
後
藤
領
の
鶴
崎
に
「
有
終
館
」
が
設
立
さ
れ
た
。
豊

後
に
お
け
る
肥
後
領
、
大
分
・
直
人
・
海
部
三
郡
二
万
三
千
石
余
の
中
心
地

に
設
け
ら
れ
た
鶴
崎
常
備
軍
の
本
営
で
あ
る
。
隊
長
は
、
元
治
元
年
、
京
都

で
佐
久
間
象
山
を
暗
殺
し
た
河
上
彦
斉
。
強
烈
な
攘
夷
論
者
で
あ
る
彼
を
国

元
に
お
く
こ
と
を
危
ぶ
ん
だ
藩
上
層
部
が
豊
後
に
追
い
や
っ
た
、
と
さ
れ
て

い
る
。

　
後
述
の
高
田
は
、
鶴
崎
で
尊
王
攘
夷
論
者
の
儒
学
者
・
毛
利
空
桑
の
助
け

を
借
り
、
活
動
を
始
め
た
。
高
田
の
下
に
い
た
中
村
六
蔵
は
、
反
薩
長
運
動

を
推
進
し
た
雲
井
竜
雄
の
同
志
で
あ
る
。
東
北
の
戦
火
が
鎮
ま
っ
た
後
、
雲

井
が
病
に
倒
れ
米
沢
藩
に
謹
慎
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
、
肥
後
に
帰
り
誘
わ
れ
て

鶴
崎
に
来
た
。
明
治
三
年
二
月
、
中
村
は
沢
春
三
と
名
を
変
え
、
森
藩
の
直

江
精
一
郎
ら
と
四
人
、
豊
後
の
各
藩
県
を
巡
回
し
て
「
豊
後
藩
県
会
議
」
へ

の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
三
月
回
一
日
に
岡
藩
で
聞
か
れ
た
第
一
回
の
会
議

に
は
、
豊
後
七
藩
と
日
田
県
の
代
表
が
出
席
し
た
が
、
第
二
回
以
後
は
肥
後

藩
・
日
田
県
が
参
加
せ
ず
、
第
四
回
の
会
議
を
も
っ
て
、
政
府
の
「
会
議
は

相
成
ら
ざ
る
御
規
則
」
と
し
て
藩
県
会
議
の
開
催
は
禁
じ
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
た
な
血
、
長
州
農
か
ら
脱
隊
兵
騒
動
の
主
謀
者
の
一
人
、
元
奇
兵

隊
幹
部
の
大
楽
源
太
郎
ら
が
豊
後
の
姫
島
へ
逃
走
し
、
さ
ら
に
鶴
崎
へ
潜
入

し
た
。
肥
後
農
の
鶴
崎
隊
長
高
田
源
兵
衛
は
、
か
っ
て
長
州
農
奇
兵
隊
に
属

し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
大
楽
と
は
友
人
で
毛
利
空
桑
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。

　
大
楽
は
高
田
源
兵
衛
に
、
奇
兵
隊
再
興
の
た
め
、
鶴
崎
の
兵
と
武
器
・
弾

薬
な
ど
の
借
用
を
申
し
込
ん
だ
が
、
高
田
は
鶴
崎
の
兵
や
武
器
・
弾
薬
は
肥

後
藩
知
農
事
か
ら
の
預
り
も
の
で
あ
る
、
と
し
で
拒
否
し
た
。

　
そ
の
う
ち
、
長
州
農
の
捜
索
の
手
が
の
び
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
危
険
を
感

じ
た
大
楽
は
、
毛
利
空
桑
の
手
引
き
で
岡
農
に
か
く
ま
わ
れ
た
後
、
か
ね
て

か
ら
反
政
府
的
な
動
き
を
み
せ
て
い
た
久
留
米
農
の
同
志
（
古
松
筒
二
）
を

た
よ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
混
沌
た
る
不
穏
な
情
勢
の
な
か
、
土
佐
の
吉
井
小
太
郎
と
い

う
男
が
毛
利
空
桑
を
訪
ね
て
き
た
。
中
国
、
九
州
地
方
を
巡
歴
し
て
鶴
崎
に
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末
た
と
い
う
そ
の
男
は
、
学
識
も
あ
り
、
新
政
府
に
も
批
判
的
で
、
空
桑
ら

と
意
を
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
夜
酒
を
汲
み
か
わ
し
、
時
勢
を
論
じ
た

末
、
吉
井
は
朝
早
く
に
わ
か
に
姿
を
消
し
た
。
空
桑
を
は
じ
め
有
終
館
の
有

志
は
、
こ
れ
を
怪
し
み
「
政
府
の
密
偵
か
」
と
疑
っ
た
。

　
そ
こ
で
吉
井
の
知
人
と
い
う
、
別
府
の
矢
田
宏
を
呼
び
確
か
め
る
と
、
沢

田
面
守
が
本
名
だ
と
判
っ
た
。
高
田
淵
兵
衛
は
配
下
の
中
村
六
蔵
に
沢
田
衛

守
の
「
暗
殺
」
を
命
じ
た
。
矢
田
は
そ
れ
に
協
力
し
、
沢
田
の
立
ち
回
り
先

の
森
藩
の
城
下
か
ら
呼
び
返
そ
う
と
し
た
。
沢
田
は
動
か
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
矢
田
宅
に
身
を
寄
せ
て
い
た
山
本
与
一
を
森
藩
に
行
か
せ
た
。
山
本
は

長
州
藩
報
国
隊
の
脱
走
者
で
、
幕
末
、
花
山
院
隊
に
属
し
、
宇
佐
郡
御
許
山

事
件
に
も
関
係
し
た
が
、
た
ま
た
ま
同
士
の
矢
田
宏
の
宅
に
身
を
潜
め
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
ま
た
矢
田
と
と
も
に
沢
田
衛
守
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
匂
、
沢
田
の
顔

を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
山
本
は
、
沢
田
が
探
し
て
い
た
岡
崎
胆
膨
が
、
豊
前

香
春
に
潜
伏
し
て
い
る
ら
し
い
か
ら
と
欺
い
て
、
別
府
の
旅
館
糸
屋
へ
同
伴

し
た
。
岡
崎
は
土
佐
の
人
で
、
明
治
二
年
九
月
、
大
村
益
次
郎
の
暗
殺
に
か

か
わ
っ
た
と
し
て
手
配
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

　
三
月
五
日
、
山
本
は
沢
田
と
と
も
に
別
府
の
糸
屋
を
た
っ
て
豊
前
方
面
に

旅
立
っ
た
。
矢
田
と
中
村
は
、
翌
日
、
後
を
追
っ
て
豊
前
へ
旅
立
っ
た
。
沢

田
に
会
っ
た
の
は
同
月
十
二
目
の
こ
と
で
あ
る
。

　
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
大
木
背
任
文
書
」
の
な
か
に
「
山
本
与
一
・
矢

田
宏
・
沢
俊
三
、
一
件
書
類
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
の
史
料
に
は
、
明

治
三
年
一
〇
月
か
ら
、
明
治
七
年
末
ま
で
の
八
篇
の
調
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
調
書
に
拠
っ
て
「
沢
田
衛
守
ノ
暗
殺
二
関
ス
ル
経
過
（
探
索
ノ
次
第

書
）
」
を
追
っ
て
み
た
い
。

　
（
前
略
）
熊
本
藩
支
配
地
鶴
崎
ノ
住
、
毛
利
到
（
空
桑
）
其
他
、
沢
春
蔵
等

其
水
師
ヲ
募
テ
陰
二
兵
ヲ
編
ム
、
矢
田
、
山
本
共
二
茲
ノ
徒
ニ
ア
リ
、
然
二

午
年
二
月
、
衛
守
鶴
崎
二
到
り
各
名
二
面
会
、
後
屡
別
府
二
於
テ
両
人
卜
会

ス
、
同
二
月
二
十
八
九
日
頃
何
カ
頗
ル
議
論
シ
、
其
詰
朝
衛
守
ハ
同
所
ヲ
発

シ
森
藩
二
赴
ク
、
矢
田
是
ヲ
問
キ
飛
脚
ヲ
以
テ
衛
守
ヲ
呼
帰
卜
雖
、
衛
守
不

参
二
付
、
再
ヒ
山
本
ヲ
遺
シ
強
テ
衛
守
ヲ
同
伴
致
サ
セ
、
三
月
四
日
別
府
村

糸
屋
仁
左
衛
門
方
二
連
帰
り
、
将
又
議
論
ア
リ
、
而
後
双
方
相
解
テ
酒
宴
ス
、

其
詰
山
本
、
衛
守
両
人
同
所
ヲ
発
足
ス
、
矢
田
ハ
相
残
り
其
翌
六
日
衛
守
ノ

跡
ヲ
追
テ
発
ス
、
後
共
二
豊
前
錦
原
辺
ヨ
リ
中
津
二
到
リ
（
中
略
）

　
事
件
が
発
覚
し
た
の
は
、
前
記
「
探
索
ノ
次
第
書
」
に
よ
る
と
次
の
よ
う

で
あ
る
。

　
（
前
略
）
同
十
四
日
（
明
治
三
年
三
月
）
頃
、
矢
田
、
山
本
ノ
両
人
別
府
糸

屋
二
帰
泊
、
且
酒
宴
ス
、
糸
屋
・
衛
守
ノ
愛
妓
ア
リ
、
名
ヲ
兼
松
卜
云
、
時

二
山
本
ハ
衛
守
ノ
刀
ヲ
帯
ヒ
来
ル
ヲ
以
、
兼
松
其
故
ヲ
問
フ
、
山
本
云
、
沢

田
ト
交
換
、
語
不
終
矢
田
傍
ヨ
リ
勿
云
卜
手
ヲ
挙
テ
制
示
ス
、
妓
コ
レ
ヲ
怪

ム
、
而
己
敢
テ
其
故
ヲ
不
問
、
斯
テ
其
夜
一
泊
、
翌
日
二
人
共
二
鶴
崎
二
発

ス
、
其
後
数
旬
ニ
シ
テ
衛
守
ノ
横
死
傷
説
ア
リ
、
兼
松
聞
テ
右
両
人
下
毛
ト

相
違
ナ
キ
ヲ
意
想
シ
、
喋
云
ヒ
シ
ヲ
人
二
諮
ル
、
コ
レ
ヨ
リ
矢
田
、
山
本
ノ

名
四
方
二
流
伝
ス

　
ま
た
、
後
年
、
こ
の
事
件
の
取
調
べ
に
あ
た
っ
た
司
法
省
中
検
部
坂
本
品

理
に
、
兼
松
は
山
本
が
酔
っ
て
片
肌
ぬ
ぎ
に
な
っ
た
と
き
、
「
白
地
ノ
下
携
梓

脇
ノ
下
二
血
痕
」
の
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。

　
事
件
七
か
月
後
の
調
書
で
は
、
犯
人
は
、
矢
田
、
山
本
の
二
人
と
さ
れ
て

い
る
。
矢
田
は
、
速
見
郡
石
垣
付
の
医
師
・
矢
田
淳
の
長
男
で
、
蘭
法
医
矢

田
速
の
孫
、
幼
い
頃
か
ら
叔
父
矢
田
希
一
の
「
対
岳
楼
」
に
学
び
、
十
七
才

で
日
田
咸
宣
園
に
入
門
、
鶴
崎
の
毛
利
空
桑
に
師
事
す
る
。
勤
皇
の
志
が
篤

く
、
幕
末
、
長
三
州
ら
と
反
幕
運
動
に
加
わ
り
、
日
田
の
幕
更
に
追
れ
て
長

州
藩
に
逃
げ
込
み
、
報
国
隊
に
奇
食
、
慶
応
三
年
九
月
、
勤
皇
挙
兵
の
武
器
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調
達
の
た
め
同
志
と
と
も
に
長
崎
に
行
き
、
十
二
月
五
日
に
は
日
田
郡
代
支

配
下
の
天
草
代
官
所
を
襲
い
、
八
千
三
百
両
の
金
を
奪
っ
た
。
勤
皇
志
士
隊

の
主
領
、
花
山
院
掌
理
と
と
も
に
慶
応
四
年
一
月
十
四
目
、
暴
発
を
恐
れ
た

長
州
藩
の
手
に
捕
え
ら
れ
た
（
山
口
県
立
図
書
館
所
蔵
）
「
花
山
院
家
理
郷
隨

従
え
面
々
暴
動
一
件
」
）
。
後
に
許
さ
れ
て
帰
郷
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
事
件
後
、
京
都
・
大
阪
に
旅
行
し
て
い
た
矢
田
は
、
六
月
帰
郷
す
る
と
、

日
田
県
官
吏
の
手
に
よ
っ
て
自
宅
で
捕
え
ら
れ
た
。
取
調
べ
を
受
け
た
矢
田

は
、
沢
田
衛
守
殺
し
は
、
山
本
と
鶴
崎
有
終
館
に
い
た
囲
俊
三
（
春
三
）
が

行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
こ
山
本
は
矢
田
が
捕
え
ら
れ
た
と
き
矢
田
宅
に
潜

ん
で
い
た
こ
と
、
沢
は
五
六
月
頃
、
江
村
秋
八
と
変
名
し
て
東
京
へ
行
っ
た

こ
と
な
ど
を
申
し
た
て
た
。

　
日
田
県
で
は
、
事
件
の
前
夜
、
沢
田
ら
が
宿
泊
し
た
四
日
市
の
奈
良
屋
林

兵
衛
を
呼
出
し
、
面
通
し
を
さ
せ
た
。
林
兵
衛
は
、
矢
田
は
奈
長
屋
に
来
た

人
で
は
な
い
と
し
て
、
「
客
八
三
人
ニ
テ
、
一
人
ハ
肥
後
ノ
言
癖
、
一
人
ハ
長

州
言
癖
ナ
ル
ハ
憧
二
見
留
メ
、
外
一
人
ハ
何
レ
ノ
人
ナ
ル
ヲ
見
分
ケ
カ
タ
シ
」

と
証
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
男
が
「
夜
分
行
灯
ノ
側
ラ
ニ
刀
ヲ
抜
キ
テ
具

居
目
口
（
不
明
）
ヲ
前
ノ
両
人
ニ
テ
頻
リ
ニ
褒
メ
」
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
結
果
、
沢
田
の
刀
を
帯
び
て
い
た
山
本
は
「
確
証
ア
リ
」
と
さ
れ
た

が
、
他
の
一
人
は
矢
田
か
沢
か
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
山
本
、
沢
の
捜
査
は
難
航
し
た
。
山
本
は
矢
田
宅
を
脱
出
し
た
後
、
髪
を

剃
っ
て
馬
関
の
某
寺
の
僧
・
洗
心
と
名
の
り
、
白
石
某
の
塾
に
潜
伏
。
十
月

に
中
津
の
古
道
具
屋
・
岡
部
屋
に
沢
田
か
ら
奪
っ
た
刀
を
売
り
、
上
方
へ
逃

亡
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
た
め
、
馬
関
に
い
る
山
本
の
老
母
や
兄
の

周
辺
に
目
を
注
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
沢
は
五
月
頃
、
江
村
秋
八
と
名
を
変
え

て
上
京
し
た
と
い
う
情
報
を
得
た
の
み
で
、
そ
の
消
息
は
不
明
で
あ
っ
た
。

明
治
六
年
四
月
、
日
田
の
獄
舎
に
あ
っ
た
矢
田
宏
が
重
要
な
証
言
を
し
た
。

「
山
本
与
一

日
付
け
の

・
矢
田
宏
・
沢
俊
三
　
一
件
書
類
」
に
あ
る
明
治
六
年
四
月
十
四

「
矢
田
宏
出
家
（
供
述
書
）
」
に
よ
れ
ば
ヽ

　
（
前
略
）
旧
日
田
県
二
於
テ
入
牢
中
、
旧
久
留
米
藩
下
村
不
存
庄
屋
ノ
由
寺

崎
三
矢
吉
（
中
略
）
ト
申
者
、
長
州
脱
走
関
係
一
件
二
付
、
一
昨
辛
未
年
（
明

治
四
）
三
月
頃
入
牢
二
相
成
候
由
ニ
テ
、
私
入
居
候
隣
間
二
入
獄
之
節
、
同

人
同
国
ノ
者
ニ
テ
河
島
澄
之
助
（
註
略
）
卜
申
者
二
私
面
会
致
候
二
付
、
同

人
ヨ
リ
私
ノ
姓
名
ヲ
承
り
居
候
由
ニ
テ
、
牢
中
境
ノ
板
越
二
種
々
雑
談
中
同

人
申
候
ニ
ハ
、
旧
熊
本
藩
士
ノ
由
平
井
丈
之
助
事
変
名
沢
春
三
儀
、
於
東
京

広
沢
参
議
殿
ヲ
暗
殺
致
候
儀
二
関
保
有
之
旨
ニ
テ
、
旧
久
留
米
藩
ノ
人
古
松

簡
二
同
道
ニ
テ
東
京
ヨ
リ
帰
県
ノ
由
（
以
下
略
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
明
治
四
年
一
月
九
日
、
参
議
の
広
沢
真
臣
が
暗
殺
さ
れ
た
。
政
府
の
懸
命

な
る
捜
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
人
は
挙
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
沢
泰
三

が
関
係
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
報
告
を
受
け
て
司
法
省
は
、
六
月
に
は
司
法
省
出
仕
、
林
尚
古
と
司

法
省
中
検
部
坂
本
品
理
を
大
分
県
に
派
遣
、
沢
泰
三
を
中
心
に
沢
田
衛
守
暗

殺
事
件
の
再
調
査
を
は
じ
め
た
。
林
尚
古
は
、
明
治
二
年
に
日
田
県
権
少
属
、

つ
い
で
同
五
年
大
分
県
少
属
、
さ
ら
に
鞠
獄
係
十
二
等
出
仕
、
つ
い
で
司
法

省
出
仕
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
坂
本
品
理
も
ま
た
日
田
県
史
生
か
ら
司
法

省
に
転
じ
た
も
の
で
、
大
分
県
の
事
情
に
く
わ
し
い
両
者
が
捜
査
の
中
心
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
十
年
十
一
月
十
六
日
、
長
崎
で
西
南
戦
争
に
加
担
し
た
熊
本
協
同
隊

の
関
係
者
と
し
て
中
村
六
蔵
が
捕
え
ら
れ
た
。
’
そ
し
て
」
こ
の
中
村
六
蔵
が

沢
泰
三
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
東
京
へ
護
送
さ
れ
厳
し
い
取
調
べ
を
受

け
た
中
村
は
、
広
沢
参
議
暗
殺
を
自
供
し
た
（
『
改
訂
肥
後
藤
国
事
史
料
巻

九
』
）
。
し
か
し
、
大
審
院
で
の
裁
判
で
自
供
を
ひ
る
が
え
し
、
広
沢
事
件
に

つ
い
て
は
「
無
罪
」
と
な
っ
た
。
そ
の
三
か
月
後
の
十
三
年
六
月
一
日
、
大

審
院
別
調
所
に
お
い
て
、
沢
田
衛
守
殺
害
に
に
つ
い
て
、
左
記
の
よ
う
な
判

決
「
其
方
儀
、
明
治
三
年
三
月
旧
熊
本
藩
所
轄
豊
後
国
鶴
崎
有
終
館
二
於
テ
、
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亡
高
田
源
平
等
当
時
ノ
施
政
二
不
満
ヲ
懐
キ
恥
脚
（
反
逆
）
ヲ
図
ル
ノ
際
ヽ

同
志
毛
利
到
が
旧
高
知
藩
士
沢
田
衛
守
ヲ
同
志
卜
誤
認
シ
、
其
内
情
ヲ
吐
露

シ
タ
ル
ニ
因
り
該
事
情
ノ
発
露
ヲ
惧
レ
、
之
ガ
ロ
ヲ
鍼
ス
ル
為
メ
、
源
平
が

指
使
二
因
テ
衛
守
ヲ
殺
害
シ
タ
ル
科
、
禁
獄
十
年
申
付
候
事
」
（
『
新
聞
集
成

明
治
編
年
史
（
四
巻
）
』
を
受
け
て
い
る
。

　
ま
た
「
中
村
六
蔵
が
衛
守
ヲ
殺
害
シ
タ
ル
時
、
加
功
セ
ザ
ル
モ
倶
二
其
場

二
至
ル
科
、
禁
獄
三
年
二
処
ス
‘
ベ
キ
処
、
数
年
ヲ
経
テ
官
二
発
覚
シ
タ
ル
ニ

依
り
免
罪
」
と
な
っ
た
「
広
島
県
安
芸
国
豊
田
郡
御
手
洗
町
平
民
　
村
尾
敏

朗
」
こ
そ
、
山
本
与
一
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
二
年
三
月
、
帝
国
憲
法
発
布
の
大
赦
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
た
中

村
六
蔵
は
、
熊
本
に
帰
る
と
文
学
精
舎
と
い
う
学
校
を
建
て
、
教
育
に
精
進

す
る
か
た
は
ら
『
東
洋
純
正
哲
学
』
と
い
う
著
書
を
作
っ
て
’
い
る
。
し
か
し

こ
の
学
校
は
四
年
で
廃
校
と
な
り
、
不
遇
な
う
ち
に
死
を
迎
え
た
。

　
石
垣
村
出
身
の
矢
田
宏
は
、
こ
の
密
偵
暗
殺
事
件
で
は
刑
罰
を
受
け
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
慶
応
四
年
、
花
山
院
家
理
随
従
の
暴
徒
と
し
て
長
州

藩
に
捕
え
ら
れ
、
天
草
代
官
所
を
襲
い
八
千
三
百
両
の
金
を
奪
っ
た
時
も
、

こ
れ
と
い
っ
た
刑
罰
を
受
け
ず
に
釈
放
さ
れ
、
西
南
戦
争
で
は
中
津
隊
の
一

員
と
し
て
戦
い
、
鹿
児
島
で
捕
え
ら
れ
た
が
懲
役
二
年
の
刑
で
す
む
。
出
所

後
、
新
潟
県
師
範
学
校
で
教
鞭
を
と
る
な
ど
、
今
日
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ

う
な
人
生
を
歩
い
て
い
る
。
別
府
の
生
ん
だ
異
常
な
人
物
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
わ
り
）

　
　
　
編
集
部
－
登
場
人
物
Ｑ
ノ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

（
註
１
）
松
方
正
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
保
六
日
‥
一
八
三
五
年
～
大
正
コ
ニ
＝
一
九
二
四
年
）

　
　
薩
摩
藩
士
。
初
代
日
田
県
知
事
、
第
四
・
七
代
総
理
大
臣
、
枢
密
顧
問
官
。

　
初
代
日
田
県
知
事
（
明
治
二
年
七
月
～
同
四
年
六
月
）
の
時
、
別
府
旧
桟
橋

Ｉ
≒
・
－
‐
－

1

1

s

l

s

=

=

J

l

a

（
旧
港
）
を
金
一
万
両
出
し
て
築
造
し
た
り
、
日
田
七
で
養
成
館
事
業
（
現

福
祉
行
政
）
や
生
産
会
所
（
現
金
融
・
銀
行
事
業
）
な
ど
の
実
績
を
遺
し
た
。

　
明
治
一
四
年
、
大
蔵
卿
（
の
ち
大
臣
）
と
し
て
「
松
方
財
政
」
「
枚
方
デ

フ
レ
」
と
呼
ば
れ
る
緊
縮
増
税
政
策
と
日
本
銀
行
に
よ
る
恰
慰
制
を
実
施

し
た
。
明
治
大
正
期
を
通
じ
て
最
大
の
経
済
財
政
通
と
し
て
、
ま
た
大
久

保
利
通
亡
き
あ
と
薩
摩
閥
の
巨
頭
と
し
て
も
大
き
な
影
響
力
を
維
持
し
た
。

大
正
六
年
以
降
は
内
大
臣
と
し
て
大
正
天
皇
を
蜘
弧
し
ヽ
同
コ
二
年
九
〇

歳
で
没
し
た
。

　
枚
方
日
田
県
政
を
讃
え
た
「
記
念
碑
」
（
大
正
二
二
年
建
立
）
が
日
田
市

大
原
神
社
境
内
に
あ
る
。

（
註
２
）
井
上
聞
多
（
の
ち
馨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
保
六
＝
一
八
三
五
年
～
大
正
四
＝
フ
几
一
五
年
）

　
　
長
州
藩
士
、
の
ち
に
馨
と
改
名
。
伊
豆
韮
山
（
現
静
岡
県
）
の
江
川
太

　
郎
左
衛
門
塾
で
砲
術
を
学
ぶ
。
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
、
高
杉
晋
作
ら

　
と
下
関
開
港
を
画
策
、
過
激
な
攘
夷
論
者
に
切
ら
れ
て
重
傷
を
負
い
、
海

　
路
別
府
に
逃
れ
て
湯
治
宿
・
若
松
屋
に
潜
伏
し
た
。

　
　
当
時
、
幕
府
領
で
島
原
藩
の
預
け
地
で
あ
っ
た
別
府
村
は
監
視
の
目
が

　
緩
や
か
で
、
年
間
十
万
人
に
も
及
ぶ
入
湯
客
が
末
て
い
た
た
め
志
士
の
潜

　
伏
に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
長
州
藩
の
藩
論
が
開
国
・
倒
幕
に

　
傾
く
と
長
州
（
山
口
）
に
も
ど
り
、
幕
末
の
倒
幕
運
動
で
活
躍
し
た
。

　
　
後
年
、
明
治
政
府
の
外
務
・
内
務
・
大
蔵
の
各
大
臣
を
歴
任
し
た
井
上

　
公
が
別
府
の
若
松
屋
を
訪
ね
た
際
ヽ
往
年
の
苦
難
を
回
顧
し
て
「
刊
彩
貳

　
苦
之
場
」
の
扁
額
を
遺
し
た
。
当
時
の
若
松
屋
の
旧
邸
が
現
在
、
別
府
中

　
央
公
民
館
右
前
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

【
執
筆
者
】
佐
藤
節
（
た
か
し
）
氏
　
日
出
町
出
身
、
小
中
学
校
長
を
経
て
定
年

退
職
。
『
大
分
県
史
』
（
近
代
篇
第
十
六
～
二
十
巻
）
執
筆
な
ど
論
稿
多
数
。
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